
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
加入者線を給電回路に接続する一対のスイッチとは別に 前記加入者線を引き
込むための一対の理想スイッチと、前記理想スイッチの一対の出線に接続される積分器と
を具備し、
容量試験時に、前記一対のスイッチで加入者線を充電した後に、該理想スイッチで該加入
者線を 給電回路側から 積分器側に接続切替えし、該加入者線の線路充電電荷を該
積分器に移動させ 加入者線の線路容量 ように構
成

加入者回
路の線路容量試験回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、加入者線の線路容量試験を行うための加入者回路の線路容量試験回路に関する
。
【０００２】
本発明に係る加入者回路の線路容量試験回路は、交換機からの制御信号により加入者回路
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設けられた、

前記 前記
、該積分器の出力電圧に基づき を判別する

され、
前記積分器は、差動増幅器と、該差動増幅器の一方の入力端子と出力端子間に接続された
第１のキャパシタとを備えて構成され、前記差動増幅器のもう一方の入力端子が、前記第
１のキャパシタと同程度の容量値を有する第２のキャパシタを介して接地された



の給電回路を制御して加入者線の容量試験を行い、容量測定データあるいは容量合否判定
結果を加入者線監視信号として交換機に通知する場合などに用いられる。
【０００３】
【従来の技術】
図３には加入者線の線路容量試験を行う従来の線路容量試験回路が示される。図示するよ
うに、加入者回路対応に設けられた加入者線試験装置引込みスイッチ（一次スイッチ）１
２１ 　 ～１２ｎ 　 と、空間分割スイッチ（二次スイッチ）１０と、試験装置１１で試験回
路を構成する。加入者線の容量試験を実施する場合、加入者回路対応に設けられた試験装
置引込みスイッチ１２およびそれらの出線をさらに集線するための空間分割形スイッチ１
０を通して、交換機に接続される複数の加入者線のうちから任意の一つの加入者線を試験
装置１１に引き込んで、試験装置１１により当該加入者線の容量試験を行っていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように従来の線路容量試験回路は、線路容量試験を実現するために空間分割形スイ
ッチ１０および専用の試験装置１１を必要としていた。この従来の線路容量試験回路は，
通常の電話局のように非常に多くの加入者線を収容する場合については、システム全体に
占める試験回路自身のハードウェアの割合は小さく、大きな問題とはならなかった。
【０００５】
ところが、光リモート化が進み小規模の加入者を収容する小型交換システムを実現する場
合、その各々の小型交換システムに対して上述の空間分割スイッチ１０および専用試験装
置１１を設置したのでは、その小型交換システムに対する試験回路のハードウェアの割合
が大きくなり、交換システムの小型化、軽量化、低コスト化が望めない。
【０００６】
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、線路容量
試験回路の小型化、軽量化、低コスト化を図ることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上述の課題を解決するために、本発明に係る加入者回路の線路容量試験回路は、加入者線
を給電回路に接続する一対のスイッチとは別に 前記加入者線を引き込むため
の一対の理想スイッチと、前記理想スイッチの一対の出線に接続される積分器とを具備し
、容量試験時に、前記一対のスイッチで加入者線を充電した後に、該理想スイッチで該加
入者線を 給電回路側から 積分器側に接続切替えし、該加入者線の線路充電電荷を
該積分器に移動させ 加入者線の線路容量 ように
構成

【０００８】
のように構成することで、

加入者線に誘導される交流信号の同相信号に対し積分器の入力
インタフェースを揃えて誘導による変動を第２のキャパシタで吸収することができ、測定
容量値の精度を上げることが可能となる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
図１は本発明に係る加入者回路の線路容量試験回路の実施例を示す図である。ここでは、
この線路容量試験回路はリモート局などの小型交換システムの加入者回路に適用されてい
るものとし、各加入者回路毎にこの実施例回路が設けられている。
【００１１】
図１において、スイッチＳ１、Ｓ２および給電回路Ａ、給電回路Ｂは従来の加入者回路に
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設けられた、

前記 前記
、該積分器の出力電圧に基づき を判別する

され、前記積分器は、差動増幅器と、該差動増幅器の一方の入力端子と出力端子間に
接続された第１のキャパシタとを備えて構成され、前記差動増幅器のもう一方の入力端子
が、前記第１のキャパシタと同程度の容量値を有する第２のキャパシタを介して接地され
るようにしたものである。

　こ 線路容量試験回路の小型化、軽量化、低コスト化を図るこ
とが可能となるのに加え、



相当する部分である。すなわち、スイッチＳ１、Ｓ２は加入者線を給電回路Ａ、Ｂに引き
込むためのスイッチであり、給電回路Ａ、Ｂは加入者線に直流電流を供給するための回路
である。
【００１２】
本発明の線路容量試験回路は、理想スイッチＳ３、Ｓ４、積分器１、比較器２、容量判定
回路３で構成される。理想スイッチＳ３、Ｓ４はそのオン時に線路に電流が流れ込まない
もの（あるいは流れ込む電流が無視できる程度に小さいもの）であり、例えば光ＭＯＳス
イッチ、リードリレー等が利用できる。この理想スイッチとしては例えば通常のトランジ
スタ・スイッチでベース電流が大きいタイプのものは適切でない。
【００１３】
理想スイッチＳ３、Ｓ４は加入者線にスイッチＳ１、Ｓ２とは別に接続されており、加入
者線はこの理想スイッチＳ３、Ｓ４により抵抗器Ｒ１、Ｒ２を通して積分器１に入力され
る。
【００１４】
積分器１は、差動増幅器ＯＰ１の反転入力端子（－）と出力端子間にキャパシタＣ１を接
続し、さらにこのキャパシタＣ１と並列に放電抵抗器Ｒ３と放電用スイッチＳ５の直列回
路を接続し、差動増幅器ＯＰ１の非反転端子（＋）を抵抗器Ｒ４とキャパシタＣ２の並列
回路を通してアースして構成される。ここで、キャパシタＣ２の容量はキャパシタＣ１の
容量と同じに設定される。
【００１５】
比較器２は差動増幅器ＯＰ２からなり、この比較器２の非反転入力端子（＋）に積分器１
からの出力信号が入力され、その反転入力端子（－）には所定の基準電圧ＶＲ Ｅ Ｆ 　 が入
力される。これにより比較器２は積分器１の出力信号のレベル検出を行う。容量判定回路
３はこの比較器２からの比較結果信号に基づいて線路容量試験の合否を判定する。
【００１６】
次にこの実施例回路の動作について図２を参照して説明する。図２はこの実施例の容量試
験回路の制御シーケンスを示す図である。
【００１７】
まず試験準備として、スイッチＳ１、Ｓ２および給電回路Ａ、Ｂをオンし、加入者線の線
間容量Ｃを充電し、測定可能な状態とする。この時はスイッチＳ３、Ｓ４は開放とすると
ともに、放電用スイッチＳ５を閉じてキャパシタＣ１の残留電荷を放電しておく。
【００１８】
次にスイッチＳ１、Ｓ２を開放すると共に、スイッチＳ３、Ｓ４を閉じ、さらに時間ｔｄ

　 だけ遅延させてスイッチＳ５を開放することにより、容量測定が開始となる。この動作
を行うことで、線間容量Ｃに充電された電荷が積分器１のキャパシタＣ１に移動し、積分
器１の出力は線間容量Ｃの容量値と抵抗器Ｒ１の抵抗値で決まる時定数で変化し、やがて
測定前の線間電圧値と線間容量Ｃの容量値およびキャパシタＣ１の容量値で決まる電圧値
で落ちつく。例えば図２には積分器１の出力信号として、線間容量Ｃの容量値が大の場合
と小の場合が示されている。
【００１９】
この積分器１の出力電圧を比較器２に入力し、所定の電圧値ＶＲ Ｅ Ｆ 　 と比較して、得ら
れる比較結果を試験開始後ある一定時間を経てから容量判定回路３で判定することで、線
間容量試験を実現する。なお、この線路容量試験は、交換機からの加入者回路制御信号に
より実施し、容量合否判定結果は交換機に通知される。この通知は例えばループ・スキャ
ンなどを行う場合と同様にして行われる。
【００２０】
本実施例回路において、差動アンプＯＰ１の入力端子（＋）に接続されているキャパシタ
Ｃ２は、加入者線に誘導される交流信号の同相信号に対し積分器１の入力インタフェース
を揃えて誘導による変動を吸収するためのものであり、キャパシタＣ１と同一の容量値と
する。このキャパシタＣ２により、測定容量値の精度を上げることが可能となる。
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【００２１】
また、本実施例回路においては、スイッチＳ３、Ｓ４オンのタイミングからスイッチＳ５
オンのタイミングまでに時間差ｔｄ 　 の遅延を設けている。これにより、加入者線の線間
容量と並列に存在する絶縁抵抗の影響を小さくし、検出精度を上げることができる。
【００２２】
以上、本発明の線路容量試験回路は小型交換システムに適したものとして説明したが、勿
論、通常の交換機（大型交換システム）の加入者線にも適用可能であることは明白である
。
【００２３】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明によれば、加入者線間の容量試験が加入者回路で実現可能
となるため、専用の試験装置接続スイッチおよび試験装置が不要となり、システムの小型
化、軽量化、低コスト化が可能となる。
【００２４】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る加入者回路の線路容量試験回路の実施例を示す図である。
【図２】実施例回路の試験シーケンスを説明するための図である。
【図３】従来の線路容量試験回路を示す図である。
【符号の説明】
１　積分器
２　比較器
３　容量判定回路
Ａ、Ｂ　給電回路
Ｓ１、Ｓ２　スイッチ
Ｓ３、Ｓ４　理想スイッチ
Ｓ５　放電用スイッチ
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４　抵抗器
Ｃ　加入者線の線間容量
Ｃ１、Ｃ２　キャパシタ
ＯＰ１、ＯＰ２　差動アンプ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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